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日進市ふるさと納税業務代行及び協働型法人育成支援業務委託（長期継続契

約・単価契約）実施要領 

 

１ 案件概要 

（１） 案件名 

日進市ふるさと納税業務代行及び協働型法人育成支援業務委託 

（２） 案件の目的 

 本業務は、本市におけるふるさと納税事業の円滑かつ効率的な運営を図るととも

に、寄附者満足度の向上及び寄附額の増加を目指すものである。あわせて、地域資

源の活用や事業者との連携を通じて地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

さらに、将来的に当該業務を地域内で持続的に担う体制を構築するため、市及び市

の関係団体が設置した一般社団法人に対する業務運営ノウハウの指導及び人材育成

を行い、段階的に自立的な業務運営が可能となる体制の整備を図るものである。 

（３） 案件内容 

１．ふるさと納税業務  一式 

２．協働型法人育成支援業務 一式 

（４） 履行期間 

令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで 

（５） 寄附額及び寄附件数 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

寄附件数（件） ９，９４１ ６，１８４ ５，４２０ 

寄附額（千円） ５８８，１２６ ５４１，０４４ ４６７，４８５ 

 

２ 予算上限 

 金 ２８３，９６９，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 実施形式 

 公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

プロポーザル方式に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

（２）令和８年度の日進市における入札参加資格の認定をされている者 

（３）日進市建設工事等請負業者指名停止取扱要領（平成 18 年要領第 6号）に基づく指名

停止又はこれに準ずる措置を受けていない者 

（４）入札参加資格確認申請書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「日進市が行う
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事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年 12 月 26 日 日進市長、

日進市教育委員会教育長及び愛知県愛知警察署長締結）に基づく排除措置を受けてい

ない者 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立

てがなされていない者又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第２１条に基づく再

生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の

決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者については、

更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

（６）法人として適法に登記されている者 

（７）国税、都道府県税及び市町村税について滞納がない者 

（８）過去に個人版ふるさと納税業務に係る業務代行の実績を有する者 

（９）個人情報をはじめとする機密情報の管理に関し、社内規程の整備等適切な管理体制を

有する者 

 

５ 募集内容 

（１） 募集方法 

令和８年５月１８日（月曜日）午前９時から本要領をホームページで公表し、同時に窓

口での配布を開始する。 

（２） 参加申込み方法 

  ア 提出期間 令和８年５月１８日（月曜日）午前９時から 

令和８年６月１日（月曜日）午後５時必着で郵送にて提出 

  イ 提出書類  

① 参加申込書（第１号様式） 

② ふるさと納税業務代行委託の実績に関する書類（任意様式） 

※令和３年度から令和７年度までの過去５年度分の実績（受託市町村名、受託市

町村数、寄附件数、寄附金額等）が分かるもの 

③ 個人情報をはじめとする機密情報の管理に関し、社内規程の整備等適切な管理

体制を示す書類（任意様式） 

④ 履歴事項全部証明書 

⑤ 国税（法人税並びに消費税及び地方消費税）、都道府県税及び市町村税について

滞納がないことを証明する書類（納税証明書等） 

⑥ その他、市長が別に定めた必要書類 

（３） 一般社団法人との事前協議について 

ア 実施期間 令和８年５月１８日（月曜日）から 

       令和８年５月２９日（金曜日）まで 

※各日とも午前９時から午後４時までの間のいずれかで開始 
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イ 実施方法  

一般社団法人との事前協議は、原則としてオンラインもしくは対面によるミーティ

ングにより実施するものとする。なお、本事前協議は必須ではなく任意とし、実施時間

は概ね 1時間程度を想定している。事前協議を希望する場合は、「17 問い合わせ先」へ

連絡のうえ、日程調整を行うこと。 

 

６ 参加資格の審査等 

（１） 参加資格の審査 

提案者について、「４ 参加資格」に規定する参加資格の有無を審査する。 

（２） 審査結果の通知 

参加資格の審査結果は、参加資格結果通知書（第２号様式）により、令和８年６月２日

（火曜日）に全者に対し、メールにて発送する。 

（３） 審査結果に対する問い合わせ 

  ア 説明請求 

審査の結果、参加資格を有しないと判断された者は、担当部署に対しその理由につ

いて説明を求めることができる。 

  イ 請求方法 

令和８年６月９日（火曜日）午後５時必着で、メールにて送付すること。 

 

７ 提案書等の提出 

 参加資格の審査の結果、参加資格を有するとされた者は、以下の提出書類を必要部数揃え

て、提出期限までに郵送にて担当部署へ提出しなければならない。 

（１）提出書類 

ア 提案書（第３号様式） ６部（正本１部、副本５部） 

イ 見積書（第５号様式） １部 

※見積金額の積算内訳については、別紙「見積内訳書」の記入例を参考に作成すること。 

なお、見積条件は想定寄附件数 10,000 件、想定寄附金額 600,000,000 円として算定す

ること。また、必要に応じて見積書項目を独自に追加又は修正して差し支えない。 

（２）提出期限 

 令和８年６月１７日（水曜日）午後５時まで 

（３）提案書の作成方法 

ア 日本産業規格Ａ４判縦型とし、日本語、日本円並びに日本の標準時及び計量法に定

める単位を使用するものとする。 

イ 作成にあたっては、「９ 評価及び最優秀提案事業者の選定」、「（２）評価方法」、

「別添１「評価項目」」に列挙された項目を参考に作成し、目安として項目ごとにＡ

４用紙１枚程度（両面可）での提案とする。製本は簡素なもので行うこと。 



4 
 

ウ 余白、フォント、フォントサイズ等の変更・修正は制限しないが、製本後に一部の

文字が隠れる、フォントが小さすぎて判読が困難になるなど、審査の支障となる変

更・修正は認めない。 

 

８ 質疑応答 

 このプロポーザルに対する質問の方法及び回答については以下のとおりとする。 

（１） 質問方法 

  質問書（第４号様式）を用いて、メールにて提出すること。 

（２） 提出先 

  「１７ 問い合わせ先」を参照すること 

（３） 質問期間 

令和８年５月１８日（月曜日）から令和８年６月４日（木曜日）まで 

午後５時必着で、メールにて送付すること。 

（４） 回答方法 

 令和８年６月１２日（金曜日）までに、質問者名を伏せて全者に対し、メールにて回

答する。 

 

９ 評価及び最優秀提案事業者の選定 

（１） 評価委員会 

  日進市ふるさと納税業務代行及び協働型法人育成支援業務委託公募型プロポーザル評

価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置し、企画提案書等の評価を行う。 

（２） 評価方法 

  評価委員会の委員は、「６ 参加資格の審査等」により参加資格を有するとされた者の

企画提案書等及びプレゼンテーションを評価する。 

ア １次評価 

参加資格を満たすと判断された者が６者以上あった場合は、以下の項目に沿って評

価を行い、上位５者を２次評価の対象とする。 

（ア）過去５年度分の他自治体でのふるさと納税業務代行の受託件数 

（イ）過去５年度分の他自治体での寄附金額の平均伸び率 

（ウ）評価委員会の総合的な評価 

なお、参加資格を満たすと判断された者が５者以下の場合は、全者を２次評価の対象

とする。 

① 評価結果の通知 

評価結果は、１次評価結果通知書（第６号様式）を用いて、令和８年６月２２日（月

曜日）に、１次評価を行った全者に対して担当部署からメールにて発送する。 

② 評価結果に対する問い合わせ 
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   a 説明請求 

１次評価を通過しなかった者は、担当部署に対しその理由について説明を求め

ることができる。 

   b 請求方法   

令和８年６月２９日（月曜日）午後５時必着で、メールにて送付すること。 

  

イ ２次評価 

１次評価を通過した者に対し、提案内容について書面による２次評価を行い、合計得

点が最高の者を日進市ふるさと納税業務代行及び協働型法人育成支援業務委託の最優

秀提案事業者として選定する。なお、評価項目については、別添１「評価項目」を参照

すること。 

 また、評価委員会において企画提案書等の内容についてヒアリング・プレゼンテーシ

ョン等の必要があると判断された場合の開催日時等については下記のとおりとする。 

なお、企画提案書の評価点が同じ場合は、評価委員会の総合的な評価により最優秀提

案事業者として選定する 

 

・日時 

令和８年６月２５日（木曜日）午前１０時から 

・場所 

日進市本庁舎第１会議室 

・順番 

ヒアリング・プレゼンテーションの順番は提案書の提出順とする。 

・出席者 

プレゼンテーションの出席者は５名以内とする。なお、本業務を担当する者は必ず出

席すること。 

・タイムスケジュール 

・準備    ５分 

・プレゼンテーション １５分 

・ヒアリング   ５分 

・片付け    ５分 

※ 各社のヒアリング・プレゼンテーションの開始時間については、令和８年６月２２

日（月曜日）の１次評価結果通知時に連絡するものとする。 

※ プレゼンテーションに使用する機材等は、提案者において準備するものとする。た

だし、インタラクティブホワイトボード（ＩＷＢ）については日進市が準備する。 

 

① 評価結果の通知 
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評価結果は、２次評価結果通知書（第７号様式）を用いて、令和８年７月７日（火曜

日）に、２次評価を行った全者に対して担当部署からメールにて発送する。 

② 評価結果に対する問い合わせ 

a 説明請求 

２次評価を通過しなかった者は、担当部署に対しその理由について説明を求め

ることができる。 

b 請求方法 

令和８年７月１４日（火曜日）午後５時必着で、メールにて送付すること。 

 

１０ 見積者の選定及び見積徴収 

 選定された最優秀提案事業者に関する評価結果を契約審査委員会に報告し、契約審査委

員会は報告された最優秀提案事業者を随意契約者として適格か審査し、適格であった場合

は見積者として選定する。見積者には担当部署を通じて見積書の徴収依頼を行う。 

 

１１ 随意契約の締結 

 見積者から見積書が提出され、その金額が予定価格の範囲内であった場合は、その者と契

約を締結する。 

 

１２ 参加の辞退 

 本件の参加申込み後、参加を辞退する場合は速やかに担当部署に電話連絡の上、辞退届け

を郵送又は持参により提出すること 

 

１３ スケジュール 

 別添２ 「スケジュール表」による 

 

１４ 情報公開及び提供 

 日進市情報公開条例に基づき情報公開及び情報提供するものとする。 

 

１５ その他 

（１）提案は１者につき１提案とする。 

（２）提出書類の追加・変更は原則として認められない。 

（３）提案者から提出された書類等については理由の如何に関わらず返却しない。 

（４）次に掲げるいずれかの場合に該当する場合は本件の参加を無効とする。 

  ア 「４ 参加資格」の条件を満たさなくなった場合 

イ 提出書類が期限に間に合わなかった場合 

ウ 提出書類に不備があった場合 
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エ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

オ 見積書が予算上限を超過した場合 

カ 見積書に対する内訳書がある場合において、見積書と内訳書の価格が一致しな

い場合 

キ 談合その他不正行為があった場合 

（５）応募に際して要した費用は提案者の負担とする。 

（６）この要領に定めるものの他必要な事項は別に定める。 

（７）本業務の履行期間のうち、令和９年度以降の発注者の歳入歳出予算における当該契

約の契約金額に減額又は削除があったときは、当該契約を変更し、又は解除すること

ができる。 

（８）総務省によるふるさと納税に係る指定制度について、本市が総務大臣により指定さ

れない場合は、当該契約を解除することができる。 

 

１６ 結果公表 

  プロポーザル方式等により契約を締結したときは、契約締結後速やかに、次に掲げる事

項を市のホームページにおいて公表するものとする。 

（１）委託業務名 

（２）業務内容及び履行期間 

（３）特定した受託者の所在地（住所）、商号及び名称（氏名） 

（４）その他必要な事項 

 

１７ 問い合わせ先 

  担当部署：日進市 都市産業部 産業観光課 

  電話番号：0561-73-2196 

  FAX 番号：0561-73-1821 

  メールアドレス：furusato＠city.nisshin.lg.jp 
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別添１「評価項目」 

 

仕様書の内容及びふるさと納税制度を十分に理解し、明確かつ具体的な提案がされて

いるか

類似業務における業務実績は妥当か

本業務を適切かつ確実に遂行できる組織体制及び専門的なスタッフを有しているか

本市及び返礼品提供事業者と密に連絡を取れる体制があるか

個人情報などの漏洩を防止するための対策が適切にされているか

複数あるポータルサイトの寄附情報管理に加え、ポータルサイトを通じない寄附管理

情報についても一元的に管理することが可能か

寄附後、遅滞なく返礼品を寄附者へ送付ができるなど、返礼品提供事業者及び配送業

者との連携が強固なものであるか

寄附者からの問合せ等に対し、迅速かつ適切で責任を持った対応ができる体制となっ

ているか

トラブル、クレームに対する対応マニュアルが構築されており、またそれが適切なも

のか

年末の寄附に対し、ワンストップ特例申請の期日である翌１月１０日までに寄附者が

申請書を市へ返送できるよう、スケジュールを組めるか

地域資源（特産品・観光資源等）を適切に把握し、他自治体と比較し、独自性及び差

別化を図ることができる新規返礼品の企画力を有しているか

既存の返礼品について、内容の見直しや高付加価値化を図るための具体的かつ実現性

のある改善提案がなされているか

商工団体等との連携を活用し、新規事業者の発掘を効果的に推進するための具体的な

手法、実施体制及び継続的な取組が提案されているか

事業者説明会の開催等を通じて、個々の事業者におけるふるさと納税事業への理解促

進及び参画意欲の向上を図るための具体的な取組が提案されているか

SNS、検索連動型広告（リスティング広告）等のデジタル広告及び各種キャンペーン

を活用した集客施策について、ターゲット設定、媒体選定、配信設計及び効果検証

（KPI設定・PDCA運用）を含めた戦略的かつ実効性のある提案がなされているか

各種ポータルサイトにおけるサムネイル画像、商品説明及び導線設計について、寄附

者の関心喚起から寄附完了に至るまでの転換率（CVR）の向上を意識した設計及びコ

ンテンツ最適化の観点から、具体的かつ実現性のある提案がなされているか

一般社団法人の自立的な業務運営に向けたロードマップについて、段階的な業務移管

の計画、各段階における到達目標及び成果指標が具体的に示されており、実現性及び

継続性の観点から適切なものとなっているか

業務手順の可視化（マニュアル化等）を通じたノウハウ指導の具体的な手法が体系的

に整理されており、属人化の防止に資する体制が構築される提案となっているか

実務を通じた人材育成（OJT）の実施方法について、具体的な内容、実施体制及び育

成プロセスが明確に示されており、効果的な人材育成が見込まれる提案となっている

か

対面による定期的な報告会の実施等により、業務の実施状況及び成果の共有・分析を

行い、その結果を踏まえた改善を継続的に実施する仕組み（PDCAサイクル）が具体

的に構築されているか

業務の効率化、正確性の向上及び職員負担の軽減に資する実効性のある内容となって

いるか

（６） 価格
計算方法

（最低見積価格）÷（提案者の見積価格）×４０点

※小数点以下は切り捨て

（１）

（２）

（３）

評価項目

業務体制・業務実績

寄附者対応

（４）

（５）

寄附額向上施策①（返礼品開発の提案）

寄附額向上施策②（営業推進の提案）

寄附額向上施策③（発信力強化策の提案）

ノウハウ指導・人材育成計画

業務改善・DX提案

評価事項
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別添２「スケジュール表」 

日にち 対象者 内容 備考 

５月１８日（月） 
 市 

→参加者 

実施要領の公表 

（ホームページ） 
 

５月１８日（月） 

～６月 １日（月） 

参加者 

→市 

参加申込期間 

（郵送／午後５時必着） 
 

 ５月１８日（月） 

～５月２９日（金） 

参加者 

→一般社団法人 

事前協議 

（オンライン・対面） 
 

 ５月１８日（月） 

～６月 ４日（木） 

 参加者 

→市 

本プロポーザルに係る質問期間 

（メール／午後５時必着） 
 

 ６月 ２日（火） 
 市 

→参加者 

参加資格の審査結果通知 

（メール） 
 

 ６月 ２日（火） 

～６月 ９日（火） 

 参加者 

→市 

参加資格の審査結果に係る説明請求 

（メール／午後５時必着） 
 

 ６月 ２日（火） 

～６月１７日（水） 

参加者 

→市 

提案書等の提出期間 

（郵送／午後５時必着） 
 

 ６月 ５日（金） 

～６月１２日（金） 

 市 

→参加者 

本プロポーザルに係る質問に対する回答期間 

（メール） 
 

６月２２日（月） 
 市 

→参加者 

１次評価結果通知書発送 

（メール） 
 

 ６月２２日（月） 

～６月２９日（月） 

参加者 

→市 

１次評価結果に係る説明請求 

（メール／午後５時必着） 
 

 ６月２５日（木） 
 市 

 参加者 

２次評価（プレゼンテーション）開催 

※書面審査のみとなる場合もある 
 

 ７月 ７日（火） 
 市 

→参加者 

２次評価結果通知書発送 

（メール） 
 

 ７月 ７日（火） 

～７月１４日（火） 

 参加者 

→市 

２次評価結果に係る説明請求 

（メール／午後５時必着） 

 

 ７月２１日（火） 
 市 

→参加者 
見積徴収依頼 

本市の契約担当課にて実

施 

 ７月２１日（火） 

～７月２４日（金） 

 参加者 

→市 
見積提出期間 

本市の契約担当課にて実

施 

 ７月３０日（木） 
 市 

 参加者 
契約予定  
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